
（参考）「総合経済対軌（平成・1年8月28日）の実施状況

平成5年4月13日

経済対策閣僚会議
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実　施　状　況

1．公共投資等の拡大

公共投資等については、公共用地の先行取得を含め次のとおり、総額8兆6．000

億円の事業規模を確保する。

（1）一般公共事業については、引き続き施行の促進を図るとともに、各地域経済の実情

を描まえ、国早生活の質の向上に重点を置いた分野にできる限り配慮しつつ、事業費

3兆4．000億円を追加する。

（2）災害後旧邸薬については、復旧適度を大幅に高めることにより速やかな邸業実施を

図ることとし、事業費5．000億円を追加する。

（3）国民生活基盤、研究開発基盤の充実を図るため、文教施設、研究施設等をはじめ各

種施設等の整備を積極的に経過することとし、事業費5．500億円を追加する。

（4〉　公共用地の先行取得を含め公団等の事業費5．500億円を追加する。

・1兆3．000億円（事業費3兆4．000億円）を4年度捕正により追加した（12

月10日）。

・配分に当たっては、住宅・下水道環境衛生等の生活関連分野に重点配分を行った。

・3．722億円（邸菜貨5．000億円）を4年度捕正により追加した（12月10日

）。

・2．900億円（事業費5．．500億円）を4年度博正により追加した（12月10日

）。

・．日本道路公団、住宅・都市整備公団等については、用地の先行取得を含め、事業の施行

促進を図ることとし、事業費2．968億円を追加し、これに対応して次のとおり財政投

融資資金2．558億円を弾力条項により追加した（9月25日）。

財政投融資追加

日本道路公団　　　　　　　　　　802　　億円

首都高速道路公団　　　　　　　523

阪神高速道路公団　　　　　　　　　73

本州四国連絡橋公団　　　　　　　　32

住宅・都市整備公団　　　　1．000

地域振興整備公団 128

2．558
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（51地方単独事業についても、引き続き施行の促遇を図るとともに、地域の実情に即し

て道路、下水道、一般廃棄物処理施設等の住民に身近な社会資本の整備等を一層積極

的に推適することとし、これに必要な地方俵の追加等を行い、1兆8．000億円の

事業費を確保する。

また、公共用地の先行取得については、地方債の積極的活用等により、1兆円の事

業費を確保する。

（6）住宅建設の促過を図るため、住宅金融公庫及び年金福祉寧集団の住宅融資制度の拡

充を行い、事業規模8．000應円を追加する。

2．公共用地の先行取得

公共事業等の円滑な実施を図るとともに土地取引の流動化にも資するため、地価動向

に十分配慮しつつ、公共投資等の拡大のうち、次のとおり総領1兆5．500億円の規

模で公共用地の先行取得を行う。

川　用地の先行取得のための国庫債務負担行為について邸業粟1．500度円を追加す

る。．

・道路整備特別会押掛手ついて、事業費2．500億円を追加し、これに対応して財政投

融資資金1．981億円を4年度捕正により追加した（12月10日）。
．一

・．9月補正予算の編成に先立って、全国総朝部長会議（平成4年8月19日）において地

方単独事業の追加及び公共用地の先行取得に積極的に対応するよう地方公共団体に要請し

た。
ヽ

・平成4年9月25日付けで、平成4年度地方債計画を改定し、所要の地方債の追加を行

うとともに、地方公共団体が地方単独事業の追加を行いやすいように、道跨、一河川等の事

業部こついて地方債の充当率の引上げを行うほか、後年度の元利償還金の一部に交付税措

超のある地方億の仕組みを活用することとした。

・これらを受けて、地方公共団体の9月議会等における地方単独事業費の追加計上額は、

おおむね19．20・0億円となっている。

（事典費及び財政投融資資金の追加）

・住宅金融公庫の融資事業及び年金描祉事業団の披保険者住宅融資事業については、事業

計画、資金計画の変更訟可により、それぞれ5．000億円、3．046億円の事業規模

を追加することとし、これに必要な資金としてそれぞれ財政投融資資金4．000億円、

1．828億円を弾力条項により追加した（9月25日）。

（主な制度改善）

・3．住宅投資の促過の（1汲び（2）を参照。

・用地の先行取得のための国庫憤税負担行為について啓共貨1．500億円を4年度補正

により追加した（12月10日）。
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実　施　状　況

（2）道路整備特別会計、都市開発資金融通特別会計等において、用地の先行取得のため

・事業費2．500鮭円を追加する。

（3）日本道路公団、住宅・都市整備公団等における用地の先行取得ゐため、事業費1．

500倍円を追加する。

（4）地方公共団体等における用地の先行取得の促進を図るため、土地開発基金及び土地

開発公社の活用を図るとともに、公共用地先行取得僚等による積極的な対応を図るこ

とにより、全体として事業貿1兆円の確保を図る。

また、日本国有鉄道清算事業団用地及び市街化区域内農地の先行取得については、

利子負担軽減のため所要の捨置を請ずる。

（5）なお、土地取引の目安として地域の地価動向に関する情報を市場に提供するため、

短期的な地価動向を迅速に把握、提供する体制の充実を図る。また、現下の地価動向

にかんがみ、公共用地の先行取得が現在の地価を反映した適正な価格で行われるよう

、各種地価情報の収集、活用体制の充実を図る。

・道綺整備特別金吾博について、串業貨2，500僚円を追加し、これに対応して財政投

融資資金1．981億円を4年度捕正により追加した（12月10日）。

・日本道路公団、住宅・都市整備公団等が行う用地の先行取得について事業貸1，568

億円（うち156億円については翌年度支出予定）を追加し、これに対応して所要の財政

投融資資金を弾力条項により追加した（9月25日）。

・公共用地の先行取得については、9月補正予算の編成等において線範軸こ対応するよう
t

地方公共団体に要請するとともに、地方債計画の改定に際し、公共鰯地先行取得等事業債

の確保及びこれへの政府資金の導入を図った。

・また、平成4年度から平成6年度までの問に日本国有鉄道清算事業団用地及び市酎ヒ区

域内農地を先行取得する場合、これらに要した地方旗等の金利負担の2％に対して交付税

措置を講ずるほか、これらの用地の取得に係る公営企業金融公庫資金については臨時特別

利率を適用することとしたく10月1日）。

・総合的な土地政策の一層の地道を図る観点から、各都道府県等に対してr短期地価動向

検討委員会」の設軍等について文書で要請した（9月1日）0

・最近の地価動向に関する情報として、平成5年地価公示く1月1日時点）の結果を公表

した（＿3月26日）。

・適切な土地評価の推進について不初産鑑定士等に対し文事で指導した（9月1日）。

・各発注機関に対し、公共事業軍に直接必要な事業用地の先行取得を推進するとともに、

各種地価情報の十分な収集、活用を通じて、最新の地価動向を踏まえた適正な価格で取得

を行うよう文書で指導した（9月1日、12月10日）。

・関係機関に如し、都道府県の用地対策連絡（協議）会に「地価情報連絡協法会jを設置

してヾ用地担当部局と地価調査担当部局とが密接に連絡調整を図りつつ、定期的かつ組絨

的に地価愕報の収集、活用等を図るよう文書により要請した（9月1日）○これを受け、

全都道府県で同協議会が投直され、2月の短期地価動向調査及び3月の地価公示の結果を

踏まえて第3回の協濱会を開催しているところである。
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決　 定　 邸　 項 実　 施　 状‘況

3・．住宅投資の促退

住宅投資については、宅地の円滑な供給を図りつつ、住宅建設を促適するため、住宅

金融公庫及び年金福祉寧集団等の住宅融資制皮を拡充する。

‖　 住宅金融公庫

①　 貸付枠 1、万戸の追加を行うとともに、申込受付期間を拡大する。

② ・個人住宅の寧投、購入を促適す皐ため、特別割増貸付けの貸付額を増額する （2

・貸付枠 5 4 万戸を 5 5 万戸に拡大する等のため、 9月 2 5 日、弾力条項の発動により財

政投融資資金 4． 0 0 0 億円 （事業規模 5 ．0 0 0 億円）を追加した。

・平成 4年度の申込受付期間を次のとおり拡大した。
第 2回～ 4回マイホーム新築融資及び田園住宅融資の申込受付期間を拡大した。

当初計画 （1 0 2 等某日） 一一一一一一→実績 （1 2 1営業日）

マンション融資、建売住宅融資の申込受付期間を通年受付とした。

・住宅金融公庫法施行令等の一部改革 （1 0 月 1 4 日施行）などにより、次のとおり特別

0 0 万円）。

③　 良質な住宅ストックの形成を促進するため、貸付対象となる住宅の面横上限を引

割増貸付けの貸付問度額を引き上げ、 7月 2 0 日に遡及して適用した○

改、　訂　　 前　　　 改　　 訂　　 後 ・

個 人 住 宅 建 設　　 9 0 0 万円／戸　 1． 1 0 0 万円／戸

（‘警 慧 芸 ） （霊 豊 急 ‖ 昔 霊 急

優良分譲住宅購入等　　 9 0 0 万円／戸　 1． 1 0 0 万円／戸

中 古 住 宅 購 入　　 9 0 0 万円／戸　 1． 1 0 0 万円／戸

民間賃貸住宅建設　　 3 2 0 万円／戸　　　 5 0 0 万円／戸

住　 宅　 改　 良　 1 0 0 万円／戸　　　　 2 0 0 万円／戸

・住宅金融公庫業務方法書の†部改正 （9月 日 日訟可）などにより、貸付対象となる住

書上げる （現行 2 2 0 汀～を 2 4 0 rdに改定）とともに、大型住宅の貸付限度領を増 宅の面積上限を 2 2 0 d から2 4 0 nfに引き上げ、 8月 3 1 日に遡及して適用した。

．額する （1 0 0 万円）。

③　 優良分沈住宅等の購入を促進するため、貸付対象となる竣工後経過期間を延長す

・住宅金融公庫法施行規則の一部改正 （1 0 月 1 4 日施行）などに皐り、大型住宅に係る

貸付限度額を 2．・2 0 0 万円から2． 3 0 ‘0 万円 （優良分譲住宅の購入の場合）に引き上

げる等の措置を行い、．7月 2 0 日に遡及 して適用した。

・＿優良分譲住宅の購入など新築住宅貸付けの対象となる竣工後経過年数を 2年以内から3



決　定　事　項 実　施，状　況

、ろく現行2年を3年に延長）。

⑤　中音住宅市場を活性化するため、中古住宅に対する融資制度を拡充する（金利の′

基準金利への引下げ、償還期問の延長、特別割増貸付けの200万円増額）。

⑥　良質な民間賃貸住宅の痘痕を促進するため、特別部増貸付けの貸付額を増額する
1

ぐ180万円）。
l

⑦　住宅の改点を促適するため、特別割増貸付けの貸付額を増額する（100万円）

とともに、マンション管理組合に対する債務保証限度額を引き上げる（現行50万

円を100万円に改定）。

⑧　駐車場装備を促進するため、住宅建設に伴う駐由昇設置に係る融資制度を拡充す

る（戸建住宅を駐車場割増貸付けの対象に追加する等）。

I
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′′⑨　宅地供給を促進するため、宅地造成に対する融資制度を拡充するく現行融資率5

～8割を8－9害巾こ改定）。

（2）年金福祉事業団

年金福祉事業団の特別貸付けの披保険者期間区分の見直しを行うとともに、貸付対

象とな‾る住宅の面積上限を引き上げるく現行2‾20崩を240汀＝こ改定）。

年以内に延長し、8月31日以後適用した。

・住宅金融公庫法等の一部改正（12月16日施行）などにより、中古住宅に終る貸付け

について、金利を基準金利へ引き下げるとともに、償還期問の延長を行った。

・前ページ表参照

・（財）マンション管理もン喜一が債務廃旺を行うことにより無担保で非法人であるマン

ション管理組合に貸し付けられる住宅改良資金の貸付限度額苧50万円／声から100万

円／戸に引き上げたく10月14日実施）。

・戸建て住宅の建設文は購入に伴う駐車場設置に係る貸付けについて100万円の割増融

資制度を創設した（10月14日実施）。

・駐車場設置に係る割増融資制度の適用対象となる要件を緩和し、設置率（改革可能台数

／住戸数）を＿100タ紬、ら針0％に引き下げるほか、東京圏、大阪圏において機株式等の

駐車施設の設置率が40％以上の集合住宅団地に係る割増融資の限度額を100万円／芦

から200万円／戸に引き上げ、7月’20日に遡及して適用した。（10月14日実施）

0．

・公的主体が行う宅地達成に係る融資率を色0タ紬、ら90％に引き上げるなど宅地の造成

等に係る融資率を5．－8割から8－9割に引き上げ、7月20日に遡及して適用したく1

0月14日実施）－。

以上の申込受付期間め拡大や制度の拡充等により平成4年度の住宅金融公庫の申込受付

戸数は、

マイホーム新築融資：i・49．179戸（対前年度比22．9％増）

マンション放資　：　27，215戸（　〝　　80．6％増）

建売住宅融資　　：t63．787戸（　〝　　23．1％増）

となった。

・年金福祉事業団貸付業務方法書の一部改正（9月18日認可）により年金福祉事業団の

住宅融資の貸付対象となる住宅の面積上限を220口和、ら240汀fに引き上げ、8月31

日に遡及して適用したほか、特別貸付けの披保険者期間区分を下表のとおり見直して貸付

限度額を引き上げることとしたく10月19日実施）。
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決　定　事　項
・実 施 状 況　　　　 l

（3）その他

勤労者の持家取得を促適するため、雇用促進事業団及び住宅金融公庫等の勤労者財

（霊禁 雲金’　　　　　 皿 が今醐 直

披保険者期間　 1 0年以上 1 5年以上　 2 0年以上　 2 5年以上

住宅区分、　　　　　　　　 1 5年未満　 2 0年未満　 2 5年未満

新築住宅・新築購入住宅・1 3 2 0万円　4 1 0万円　 6 1 0万円　6 7 0万円

三 雲 票 ふ票芸羞誓 ）騰　 4 1 0万円 l 6 7 0万円 l

2 2 0万円　 2 9．0万円： 三塁買芸霊禁完讐孟存刊 2 。。万。 l 。5 。万。

・動労者財産形成促進法施行令の一部改正 （1 0月1 4日施行）などにより、貸付最高限
産形成持家融資制度を拡充する（貸付最高限度額の引上げ等）。 l度額を3．0 0 0万円から4．0 0 0万円に引き上げ、8月3 1日に遡及して適用した。．

・勤労者財産形成促進法施行令の二部改正 くり 月1．6 日施行）などにより、中小企業勤
労者の良質な既存住宅の取得について、特別利子補給制度の対象とするとともに、償還期

問を延長した。

・雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書等の－部改正 （9月2 2日施行）により、貸
付対象と，なる住宅の面積上限を2 2 0 ∩紬、ら2 4 0㌦に引き上げ、8月3 －日に遡及して

適用した。

・新築住宅貸付けの対象となる竣工後経過年数を2年以内から3年以内に延長し、8月3
1日に遡及して適用した。
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4．民間設備投資の促進

川　設備投資を促進するための税制上の捨置、

省力化、合理化関過等の民間設肺投資を促進するため、臨時時限の措置として、中

‾　小企業の高度化・環境にも配慮したエネルギーの有効利用、研究開発に資する設嘩約

130設備を、中小企業新技術体化投資促進税制、エネルギー需給構造改革推進投資

促進税制、革盤技術研究開発促進税制の対象に追加する（10月1日実勘。。本措置

により、直接対象となる設備のはかそれに付随して購入される設備等を加えれば、相

当規摸の投資が促進されるものと期待される。

（2）政府掬係金融機関の融資の活用等

ム民間設備投資を促進するため、日本開発銀行、環海道東北開発公庫等に率いて総額

9．000億円程度の貸付枠の追加等を行うとともに、省力化、省エネルギー、環境

対策投資等ゐための融資制度を拡充する。

（3）電力事業、ガス事業、NTT、KDD等の設備投資の円滑な実施

①　電力事業及びガス車業について平成4年厚中に、1．300億円程度を目途に投

‾　資等の追加に努力するとともに、平成5年度から平成4年度下半期に発注を5．0

00億円程度繰り上げるよう要請する．

なお、電力事業については、平成4年度及び平成5，年度において合計で過去2年

間の投資規模（約8兆円）を約1兆円以上上回る設肺投資を見込んでおり、その円

・以下のとおり合計130設備を3貌制の新たな対象としたく9月．28日告示、10月1

日施行）i

中小企業新技術体化投資促進税制

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制

基盤技術研究開発促進税制

45設備

62設備

23設備

・手引書を作成し、マスコミ及び業界団体に対して配布するなど、制度の利用促進のため

稜極的なPR活動を実施した（9月28日）。

・設備投資減税の利用状況及び付随投資額を把握するため、関係省庁、団体等に協力を要

Ⅰ辞し（9月28日）－、現在3月末日時点の調査を実施中。

・北海道東北開発公庫に対し500億円の貸付枠の追加を実施することとし、所要の財投

追加を行った（9月25日）。

・日本開発銀行に対し7．000度円の貸付枠の追加を実施することとし、与信限度倍率

に係る日本開発銀行法の一部改正を行うとともに、所要の財投追加を行った（12月10

日）。

・日本開発銀払北海道東北開発公庫の省力化設僻投資促遜融資制度の金利を引き下げた

く9月1日）。

・日本開発銀行のエネルギI有効利用融資制度、′オゾン層保護対策設備導入僅進融資制皮

について、対象設備の追加等の拡充を行った（10月15日）。

・通商産業省から電気事業連合会、日本ガス協会に対して設備投資の追加等を要請した（

8月28日）。

・これを受け、商業界では、設備投資等の追加及び繰上げ発注について、一それぞれ3月宋

現在で180％実施した。
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滑な実施を図るよう要諦する。

②　NTT、KDDをはじめとする第一種電気通信事業者については、平成5年度の

設備投資の前倒し及び設僻投資額の上乗せにより、．平成4年度の設備投資額を更に

700°億円程度追加（これによって平成4年度の設備投資朝は合計2兆6．300

億円程度）すべく努力するよう要捕する。

5．中小企業対策等

厳しい経営環境下において、中小企熟こ対する一層の金融の円滑化を図るとともに、

中小企業の構造改革を促適するため、政府関係中小企業金融機関等を通じ、以下のよう

な捨置を講ずること等により、総額1兆2．000億円規模の貸付枠の追加等を実施す

る。

（1）中小企業の経営安定対顔

①　中小企業の資金開通の円滑化を図るため、国民金融公庫及び中小企業金融公庫等

の貸付限度矧こ大幅な別枠を設けること等により貸付規模を拡大する。

②　中小企業の経営安定を図るために必要な低利資金を供給するため、緊急経営支援

・郵政省から、社団法人電気通信事業者協会に対して設備投資の追加を文書で要請した（

9月1日）。これを受け、同協会広第一種電気通信事業者に対して同様の要請を文書で

通知し、第一種電気通信事業者はこれを踏まえ設備投資の追加を実施した。

・国民金融公庫及び中小企業金融公庫等の貸付限度執こ平成4年度未を期限に大幅な別枠

を躁けることとしたく9月16日）。さらにこの捨置を5年度においてもGか月間継続す

ることとした。

国民金融公庫

直接貸付　別枠2．000万円（現行：一般貸付　4．000万円）

代理貸付　別枠2．000万円（現行：一般貸付　2．．000万円）

、中小企業金融公庫

直接貸付　別枠2億円　　　（現行：一般貸付　4億円）

代理貸付　別枠1億円　　　　く現行：一般貸付1億円）

・上記措置等により、下記のように貸付規模を拡大するとともに所要の財投追加を4年度

補正予算で措置した。

国民金融公庫　　　5．170億円

中小企業金融公庫　3．370億円

・中小企業体質強化資金助成制度において緊急経営支援貸付制度を創設した（12月14
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貸付制度を中小企業体質強化資金助成制度において創設する。、

③　小企業等の経営安定を図るため、国民金融公庫の小企業等経営改善資金融資制度

（マル経制度）等の貸付限度額を引き上げる。

（2）中小企業の構造改革のための設備投資促進等

①　時短促進のための省力化、環境対応、瀧適業対策等中小企業が必要とする構造改

革を支援するため、政府関係中小企業金融機関及び中小企業体質酎ヒ資金助成制度

を通じた低利資金の融資制度を設ける等の捨置を講ずる。

②　中小企業の省力化、合理化関連等の設備投資を促進するため、中小企業の高度化

、環境にも配慮したエネルギーの有効利用等に資する設備を、投資促進税制の対象

に追加する。

．③　中小企業事業団の高度化融資事業を前倒しして実施する。

④　中小食料品小売業者等の流通の改善、農林漁業金融の円滑化等を図るため、農林

漁業金融公庫の低利融資制度の延長等を行う。

日、期間1年間）。

貸付利率：3．8％±1％の範囲内で都道府県等が定める金利（4月5日現在）。

・国民金融公庫の小企業等経営改善資金融資制度等の貸付限度額等00万日に100万円

の別枠を追加した（10月1日、期間1年間）。

・構造改革を支接するため、次のような脚J融資制度の創設等を行った。

中小企業時短促進緊急特別貸付制度（12月14日、期間2年間）

貸付利率：4．Jタ‘（4月5日現在）

rI叫＼企築環境規制対応特別貸付制度（12月1′4日、・糊問2年間）’

貸付利率：4．1％（4月5日現在）

環境対応事業転換等貸付制度制度（12月14日、期間2年間）

貸付利率：4．4％±1％の範囲内で都道府県等が定める利率（4月5日現在）

中小疎通業発展基盤整備特別貸付制度（12月14日、期間2年間）

貸付利率：3．9％く4月5日現在）

・設備投資を促進するための税制上の措置として3税制について合計130設備を新たな

対象としており（4（1惨照）、特に中小企業固有の設備としては以下のとおり67設備を

新たに追加し車＿（9月28日告示、10月1日施行）。

中小企業新技術体化投資促進税制　　　　　　　45設備

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制　　　　22設備

・手引書を作成し、マスコミ及び業界団体に対して配布するなど」制度の利用促進のため

積極的なPR活動を実施した（9月28日）。

・投僻投資減税の利用状況及び付随投資額を把握するため、関係省庁、団体等にその協力

を要請し（9月23日）、現在3月末日時点の調査を実施中。

・各都道府県に対し、高度化融資率業の前倒しのため、高度化寧業計画の診断の早期実施

、事業案施主体である組合に対する工事の前倒し着工の指導等を行うよう要請した。

・中小食料品′ト尭業者等の流通の改善を図るため、卸売施設等に対する農林漁業金融公庫

の低利融資制度を平成6年12月まで2年間延長する（12月17日）等の措置を講七た

。　貸付利率：4．4％　（4月5日現在）


